
　
廃
棄
物
処
理
に
関
す
る
新
た
な
政
策
が
今
春
に
相
次
い
で
動
き
だ
し
た
。
２
０
１

１
年
４
月
１
日
に
産
業
廃
棄
物
の
排
出
事
業
者
、
処
理
業
者
の
双
方
に
と
っ
て
重
要

な
改
正
点
が
含
ま
れ
て
い
る
改
正
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

廃

棄
物
処
理
法

」
が
施
行
さ
れ
た
。
３
月

日
に
は
最
終
処
分
場
に
埋
め
立
て
ら
れ

る
な
ど
有
効
利
用
さ
れ
て
い
な
い
レ
ア
メ
タ
ル
な
ど
の
再
生
利
用
に
関
す
る
中
央
環

境
審
議
会

中
環
審

の
小
委
員
会
が
初
会
合
を
開
催
。
小
型
電
気
電
子
機
器
リ
サ

イ
ク
ル
制
度
の
創
設
に
向
け
て
検
討
が
始
ま
っ
た
。

改
正
廃
棄
物
処
理
法
が
施
行

適
正
処
理
、
排
出
抑
制
の
徹
底
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環
境
省
が
廃
棄
物
処
理
施
設

の
設
置
者
を
対
象
に
開
催
し

た
熱
回
収
施
設
設
置
者
認
定

制
度
に
関
す
る
説
明
会

東
京
都
内
、３
月
８
日

「
小
型
電
気
電
子
機
器
リ
サ

イ
ク
ル
制
度
及
び
使
用
済
製

品
中
の
有
用
金
属
の
再
生
利

用
に
関
す
る
小
委
員
会
」
の

初
会
合東京

都
内
、３
月

日

　
今
年
４
月
１
日
に
改
正
廃

棄
物
処
理
法
が
施
行
に
な
っ

た
。
廃
棄
物
の
適
正
処
理
や

処
理
施
設
の
維
持
管
理
策
の

強
化
、
産
業
廃
棄
物
処
理
業

の
優
良
化
の
促
進
、
排
出
抑

制
の
徹
底
、
焼
却
時
の
熱
利

用
の
促
進
な
ど
を
柱
と
す
る

総
合
的
な
対
策
を
講
じ
て
い

る
。

　
産
業
廃
棄
物
を
適
正
に
処

理
す
る
た
め
の
対
策
と
し
て

排
出
事
業
者
が
産
業
廃
棄
物

を
生
ず
る
事
業
場
の
外
に
お

い
て
自
社
保
管
す
る
場
合
に

都
道
府
県
知
事
へ
の
届
け
出

を
義
務
付
け
る
制
度
を
創
設

し
た
。
建
設
廃
棄
物
の
処
理

責
任
は
建
設
工
事
の
元
請
け

業
者
に
一
元
化
。
産
業
廃
棄

物
管
理
票
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

に
つ
い
て
は
、
交
付
し
た
者

が
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
写
し
を

５
年
間
保
管
す
る
こ
と
を
義

務
付
け
る
こ
と
で
管
理
票
制

度
の
強
化
を
図
っ
た
。

　
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
が

事
故
や
施
設
の
休
廃
止
な
ど

で
適
正
処
理
が
困
難
に
な
っ

た
場
合
に
、

日
以
内
に
排

出
業
者
へ
の
通
知
を
義
務
付

け
る
制
度
も
創
設
し
た
。
通

知
を
受
け
た
排
出
事
業
者
は

環
境
上
の
支
障
が
生
じ
な
い

よ
う
に
対
策
を
講
じ
る
と
と

も
に
、
通
知
受
領
日
か
ら

日
以
内
に
都
道
府
県
知
事
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　
ま
た
罰
則
も
強
化
し
、
従

業
員
が
廃
棄
物
の
不
法
投
棄

を
行
っ
た
場
合
に
事
業
主
の

法
人
に
科
す
罰
金
を
従
来
の

１
億
円
以
下
か
ら
３
億
円
以

下
に
引
き
上
げ
た
。□

　
今
回
の
改
正
法
で
は
廃
棄

物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
対

策
も
強
化
し
た
。
処
理
施
設

の
設
置
許
可
を
受
け
た
者
は

５
年
３
カ
月
以
内
ご
と
に
、

都
道
府
県
知
事
の
検
査
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の

規
定
を
設
け
た
。
処
理
施
設

の
維
持
管
理
情
報
の
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
の
開
示
も

義
務
化
。
最
終
処
分
場
の
設

置
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
者

に
は
、
処
分
場
が
廃
止
基
準

に
適
合
す
る
と
都
道
府
県
知

事
に
確
認
さ
れ
る
ま
で
の
維

持
管
理
を
義
務
付
け
、
管
理

者
不
在
と
な
る
状
況
を
防
ぐ

こ
と
に
し
た
。

　
廃
棄
物
の
排
出
抑
制
対
策

で
は
、
産
業
廃
棄
物
発
生
量

が
年
間
１
０
０
０

以
上
の

多
量
排
出
事
業
者
が
処
理
計

画
や
実
施
状
況
報
告
の
国
へ

の
提
出
義
務
を
守
ら
な
い
場

合
に
、

万
円
以
下
の
過
料

に
処
す
措
置
を
設
け
た
。
ま

た
廃
棄
物
の
循
環
利
用
を
促

進
す
る
た
め
、
途
上
国
か
ら

廃
棄
物
を
輸
入
す
る
際
の
条

件
を
緩
和
し
た
。
現
行
法
は

輸
入
廃
棄
物
を
自
ら
処
理
で

き
る
者
し
か
輸
入
申
請
が
で

き
な
か
っ
た
。
改
正
法
で
は

メ
ー
カ
ー
な
ど
が
輸
入
申
請

し
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
に

処
分
を
委
託
す
る
ケ
ー
ス
も

認
め
た
。

　
熱
回
収
施
設
設
置
者
の
認

定
制
度
を
創
設
し
た
。
地
球

温
暖
化
対
策
の
一
環
と
し
て

廃
棄
物
焼
却
時
の
熱
利
用
を

推
進
す
る
の
が
狙
い
。
熱
回

収
効
率
の
向
上
の
た
め
の
ス

ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
を
考
慮
し

認
定
熱
回
収
施
設
設
置
者
に

対
し
て
は
通
常

日
分
と
し

て
い
る
処
分
用
産
業
廃
棄
物

の
保
管
基
準
を

日
分
ま
で

可
能
と
し
、
緩
和
し
た
。

　
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業

の
許
可
手
続
き
も
緩
和
し

た
。
こ
れ
ま
で
は
積
み
下
ろ

し
を
行
う
す
べ
て
の
都
道
府

県
や
廃
棄
物
処
理
法
に
お
け

る
政
令
市
の
許
可
を
取
得
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

改
正
法
で
は
一
つ
の
政
令
市

を
越
え
て
収
集
運
搬
業
を
行

う
場
合
は
都
道
府
県
の
許
可

の
み
を
受
け
れ
ば
良
い
こ
と

と
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
手

続
き
が
合
理
化
さ
れ
、
負
担

が
大
幅
に
軽
減
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。

　
ま
た
、
通
常
の
許
可
基
準

よ
り
も
厳
し
い
基
準
を
ク
リ

ア
し
た
優
良
な
産
業
廃
棄
物

処
理
業
者
を
、
都
道
府
県
・

政
令
市
が
審
査
し
て
認
定
す

る
制
度
が
、
改
正
法
に
基
づ

い
て
創
設
さ
れ
、
今
年
４
月

１
日
に
運
用
開
始
と
な
っ

た
。
法
令
順
守
や
財
務
面
、

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
電
子
化
な

ど
の
基
準
を
満
た
す
処
理
業

者
を
優
良
と
認
定
。
認
定
業

者
は
処
理
業
の
許
可
の
有
効

期
間
が
５
年
か
ら
７
年
に
延

長
さ
れ
、
許
可
更
新
に
伴
う

書
類
作
成
な
ど
の
負
担
を
軽

減
で
き
る
。
産
業
廃
棄
物
排

出
事
業
者
は
認
定
の
有
無
を

参
考
に
、
よ
り
信
頼
性
の
高

い
処
理
委
託
先
を
選
べ
る
。

□
　
３
月

日
に
初
会
合
が
開

か
れ
た
中
環
審
の
小
委
員
会

の
名
称
は
、
「
小
型
電
気
電

子
機
器
リ
サ
イ
ク
ル
制
度
及

び
使
用
済
製
品
中
の
有
用
金

属
の
再
生
利
用
に
関
す
る
小

委
員
会
」
。
松
本
龍
環
境
相

が
中
環
審
に
小
型
電
気
電
子

機
器
の
リ
サ
イ
ク
ル
制
度
の

創
設
を
諮
問
し
、
今
回
の
小

委
員
会
で
必
要
な
検
討
を
行

う
こ
と
に
な
っ
た
。

　
リ
サ
イ
ク
ル
の
特
別
な
法

制
度
が
な
い
使
用
済
み
製
品

に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は

通
常
の
一
般
廃
棄
物
と
し
て

処
理
さ
れ
て
い
る
。
資
源
と

し
て
利
用
価
値
の
あ
る
金
属

有
用
金
属

の
う
ち
、
鉄

や
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
な
ど
一
部

の
金
属
に
つ
い
て
は
回
収
さ

れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
そ
れ

以
外
の
有
用
金
属
に
関
し
て

は
、
最
終
処
分
場
に
埋
め
立

て
ら
れ
る
な
ど
リ
サ
イ
ク
ル

さ
れ
ず
に
処
分
さ
れ
て
い
る

も
の
も
多
い
と
想
定
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
た
め
有
用
性
・

希
少
性
の
高
い
金
属
資
源
が

高
濃
度
に
含
ま
れ
る
小
型
電

気
電
子
機
器
の
リ
サ
イ
ク
ル

の
在
り
方
を
検
討
す
る
こ
と

に
し
た
。

　
ま
た
家
電
や
パ
ソ
コ
ン
、

自
動
車
は
現
行
の
法
制
度
に

基
づ
い
て
有
用
金
属
の
リ
サ

イ
ク
ル
が
行
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
レ
ア
メ
タ
ル
を
は
じ

め
と
す
る
一
部
の
有
用
金
属

は
最
終
処
分
場
に
埋
め
立
て

ら
れ
る
な
ど
有
効
利
用
さ
れ

て
い
な
い
。
そ
の
た
め
小
型

電
気
電
子
機
器
の
リ
サ
イ
ク

ル
の
在
り
方
を
検
討
す
る
際

に
は
、
家
電
、
パ
ソ
コ
ン
、

自
動
車
の
リ
サ
イ
ク
ル
に
関

す
る
取
り
組
み
と
の
整
合
性

に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。

　
今
回
の
小
委
員
会
は
年
内

を
め
ど
に
、
小
型
電
気
電
子

機
器
リ
サ
イ
ク
ル
制
度
の
仕

組
み
や
、
製
品
横
断
的
な
有

用
金
属
の
再
生
利
用
の
在
り

方
に
つ
い
て
答
申
を
ま
と
め

る
予
定
だ
。


